
 

 

京 都 府 職 場 で 取 り 組 む 健 康 づ く り 表 彰 実 施 要 領  

                                          

 (表 彰 の 目 的 ) 

第 １ 条   職 場 で 積 極 的 に 健 康 づ く り を 行 い 、そ の 取 り 組 み が す ば ら し い 事 業

所 を 知 事 が 表 彰 す る こ と で 、そ の 努 力 と 功 績 を た た え る と と も に 、関 係 者

の 意 識 を 高 め 、職 場 に お け る 健 康 づ く り 事 業 の 推 進 を 図 る こ と を 目 的 と し

ま す 。  

 

（ 事 業 所 の 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 領 の 中 で い う 事 業 所 と は 、常 時 雇 用 の 労 働 者 が ５ 人 超 で 、府

内 に あ る 本 店 、支 店 、営 業 所 な ど の 事 務 所 を い い ま す 。ま た 各 事 務 所 内 に

お け る 部 ・ 課 な ど の「 グ ル ー プ 」 単 位 も 含 み ま す （ た だ し 国 や 地 方 公 共 団

体 は 除 き ま す 。 ） 。  

 

 (表 彰 の 種 類 ) 

第 ３ 条   表 彰 の 種 類 は 、 京 都 府 職 場 で 取 り 組 む 健 康 づ く り 表 彰 で す 。  

 

 (表 彰 の 対 象 ) 

第 ４ 条   表 彰 の 対 象 は 、 健 康 づ く り の 取 り 組 み が す ば ら し い 事 業 所 で あ り 、

別 表 第 １ の 表 彰 基 準 に 当 て は ま る 事 業 所 で す 。  

 

（ 選 考 と 決 定 ）  

第 ５ 条   表 彰 を 受 け る 事 業 所 は 、自 薦 の 事 業 所 、及 び 関 係 団 体 の 長（ 以 下「 団

体 の 長 」と い い ま す 。） の 推 薦 を 受 け た 事 業 所 の 中 か ら 、 京 都 府 職 場 で 取

り 組 む 健 康 づ く り 表 彰 選 考 委 員 会 （ 以 下 「 委 員 会 」 と い い ま す 。 ） の 選 考

を 経 て 、 知 事 が 決 め ま す 。  

 

２   委 員 会 の 委 員 は 次 の 者 で 構 成 す る 。  

  (１ ) 学 識 経 験 者 （ 京 都 府 地 域 ・ 職 域 連 携 推 進 会 議 委 員 ） か ら １ 名  

  (２ ) 職 域 保 健 関 係 者 （ 京 都 府 地 域 ・ 職 域 連 携 推 進 会 議 委 員 ） か ら ２ 名  

  (３ ) 京 都 府 健 康 福 祉 部 か ら １ 名                     

   

 (自 薦 ・ 推 薦 の 申 込 手 続 ) 

第 ６ 条   事 業 所 自 ら が 候 補 者 と し て 申 込 み を 行 う と き 、 あ る い は 団 体 の 長  

が 候 補 者 を 推 薦 す る と き は 、 別 記 第 １ 号 様 式 に 別 表 第 ２ に あ げ る 書 類 を  

添 え て 知 事 に 提 出 し ま す 。  

 



 

 

 (表 彰 の 時 期 と 方 法 ) 

第 ７ 条   表 彰 は 、 毎 年 、 知 事 が 別 に 定 め る 日 に 表 彰 状 と 記 念 品 を 授 与 し て  

行 い ま す 。  

 

 (所 掌 ) 

第 ８ 条   こ の 要 領 に 関 す る 事 務 は 健 康 福 祉 部 健 康 対 策 課 が 所 掌 し ま す 。  

 

 (そ の 他 ) 

第 ９ 条   こ の 要 領 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 は 知 事 が 別 に 定 め ま す 。 

 

      附  則  

 こ の 要 領 は 、 平 成 ２ ０ 年 ９ 月 ２ ６ 日 か ら 施 行 す る 。  

 
 
 
別 表 第 １ （ 第 ４ 条 関 係 ）  

表 彰 対 象  表    彰    基    準  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
事 業 所  

 
 
 
 

１  労 働 安 全 衛 生 法 に 基 づ く 健 康 診 断 の 実 施 を は じ め と

す る 健 康 の 確 保 、 増 進 の た め の 必 要 な 措 置 が 講 じ ら れ

て い る こ と 。  

 

２   健 康 増 進 法 に 基 づ く 受 動 喫 煙 防 止 対 策 の 必 要 な 措 置

（ 施 設 内 の 全 面 禁 煙 も し く は 完 全 分 煙 ） が 講 じ ら れ て

い る こ と 。   

 

３  健 康 づ く り の 顕 著 な 取 組 が 最 低 １ 年 以 上 継 続 し て い

る と と も に 、 次 の １ つ あ る い は 複 数 の 事 項 に お い て 実

績 と 結 果 が す ば ら し い こ と 。  

 ア  生 活 習 慣 病 予 防 や 健 康 診 断 に 積 極 的 に 取 り 組 ん で

い る こ と 。  

 イ   健 康 づ く り が 組 織 的 に 行 わ れ 、 運 営 が 円 滑 に 営 ま

れ て い る こ と 。  

 ウ  健 康 づ く り に 関 す る 普 及 啓 発 活 動 が 積 極 的 で か つ

機 能 的 で あ る こ と 。  

 エ  健 康 づ く り グ ル ー プ 、 ク ラ ブ 等 の 育 成 に 積 極 的 で

あ り 、 か つ 定 着 性 が よ い こ と 。  

 オ   健 康 づ く り 行 事 が 多 彩 で 参 加 率 が 高 い こ と 。  



 

 

 カ  健 康 づ く り に 係 る 指 導 者 の 養 成 及 び 資 質 の 向 上 に

積 極 的 で あ る こ と 。  

 キ  健 康 づ く り の 取 組 が 非 正 規 労 働 者 も 対 象 と し て い

る こ と 。      

 ク  事 業 所 の 外 部 に 向 け た 健 康 づ く り の 取 組 み が あ

る こ と 。  

 

４   過 去 ５ 年 間 に 重 大 悪 質 な 事 案 で 法 令 等 に 違 反 し 処 分

等 を 受 け た こ と が な い こ と 。  

 

※ 健 康 づ く り の 取 り 組 み 事 例  

 ウ ォ ー キ ン グ 、 健 康 体 操 、 体 力 測 定 、 健 康 相 談 、 研 修 ・

講 習 な ど の 集 合 教 育 、 職 場 内 の ス ポ ー ツ ク ラ ブ ・ 同 好 会 の

設 置 、 職 場 外 の ス ポ ー ツ ク ラ ブ ・ ヘ ル ス ク ラ ブ の 利 用 支  

援 、 職 場 内 の ス ポ ー ツ 競 技 ・ 大 会 の 実 施 、 心 の 健 康 に 対 す

る 対 策（ メ ン タ ル ヘ ル ス ケ ア ）、歯 科 保 健 対 策 、禁 煙 対 策 、

専 門 ス タ ッ フ （ 産 業 医 、 衛 生 管 理 者 な ど ） が 中 核 と な っ た

健 康 対 策 、 健 康 づ く り 機 器 の 整 備 な ど 。  

 
 
 
別 表 第 ２ （ 第 ６ 条 関 係 ）  
 

区   分  添   付   書   類  提 出 書 類  

 
職 場 健 康  

  づ く り  

  事 業 所  
 

 

(1) 自 薦 ・ 推 薦 調 書  （ 別 記 第 ２ 号 様 式 ）    

 (2) 定 款 又 は こ れ に 準 ず る 規 約 等  

 (3) 組 織 図 及 び 役 員 名 簿 又 は 会 員 名 簿  

 (4) そ の 他 参 考 と な る も の  

 
 

各 １  
 

 


